
保護者の
皆様へ

　子どもたちが不安や悩みを
抱えたとき、身近に安心して
相談できる大人の存在がある
ことが肝心です。子どもたちは大人の愛情を受
け、心の栄養を十分もらうことで健やかに成長
していきます。どうぞお子さんの顔を見て、しっ
かり話を聞いてあげてください。そして、子ど
もたちの様子をしっかり見守っていきましょう。
　学校・鳥取市教育委員会は、いじめの未然防
止、早期発見、早期解決のために、保護者や地
域のみなさんと一緒になって全力で取り組みま
す。皆様のさらなるご支援・ご協力をよろしく
お願いいたします。

いじめの理解
　いじめは、人の心と体を傷つけるだけでなく、時
には命を奪うことにもつながりかねない重大な人権
侵害です。しかしいじめは、特定の子だけの問題で
はなく、「どの児童生徒にも起こり得る」ものであり、
いじめを受けたり・いじめを行ったりするという双
方の立場になり得るという認識を持つ必要がありま
す。また、いじめが行われている状況を見聞きし、
不安な気持ちになるという状況もあります。
　もし子どもの様子が気になる
ときは、まずは学校に相談して
みましょう。学校には、学級担
任や学年主任、養護教諭、スクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、管理職など
様々な教職員がいます。

お子さんにいつもと違う様子や、小さな変化が見られることはありませんか？
～ご家庭だけで悩まずに、心配なことは学校へご相談を！～

● 沈みがちで、表情がさえない。
● 話しかけられるのを嫌がる。
● 持ち物がよくなくなる。
● 原因不明の体の傷や持ち物の汚れがある。
● ささいなことでイライラしたり、物にあたったりする。
● 登校を嫌がる。
● 家からお金を持ち出したり、頻繁にお金をねだったりする。
● 友だちからの連絡に対して表情が暗い。
● 言葉づかいが荒くなる。言うことを聞かない。
● 買ったおぼえのないものを持っている。
● 与えたお金以上のものを持っている。おこづかいでは買えないものをもっている。

普段から子どもと学校での出来事など
話す時間をつくるように心がけましょう。

かけがえのない子どもたちを
「いじめ」から守りましょう

子どもにとっていじめはなかなか語りにくいもの…だから、大人が気づいてあげることが大切なんです。

い じ め に
関 す る
学校以外の
相 談 窓 口

心の相談電話（８：30～17：00） 0857-26-3877
24時間子供SOSダイヤル（８：30～17：00） 0120-0-78310
いじめ110番（24時間受付）　 0857-28-8718
いじめ相談専用メール（24時間受付）　　　　　ijime@ｇ.torikyo.ed.jp
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